
指標 

（厚労省共通指標）

Process

緩和ケア疼痛評価加算と 

期間 各指標の計算式と分母・分子の項目名 分母・分子の解釈 

分子
分母のうち当該施設において初めて麻薬が処方された日もしくは次回の診

察時の診療録に痛みの程度の記載がある患者数 
外来も含む 

分母 当該施設において麻薬が処方された患者数

収集

期間
1ヶ月毎  

調整

方法

41 麻薬処方患者における痛みの程度の記載率 

がん患者へ麻薬を処方する際に、疼痛のアセスメントが適切にされているかどうかをみる。 

最小値 0  25％値 46.00  中央値 80.65  75％値 97.43  最大値 100.0   

回答病院  27施設 

 データ提出は27病院と2022年と同数でしたが、施設としては4増4減の入れ替わりがありました。麻薬処方患

者は2022年2,549に対し、2023年は2,173と前年の85％に減少しています。前年と比べ、麻薬処方患者が40人以

上減少した病院は3病院ありました。年間100名以上麻薬処方をしている8病院の平均記入は61.2％、麻薬処方100

名未満の19病院の平均記載は63.7％と大きな差はありませんでした。記載の割合は前年と比べ中央値で6%高く

なりました。2023年新たに指標として取り組み、データの収集・評価をした病院もある一方、なかなか進まな

い病院もあるかも知れません。自分で痛みの程度を表現できない患者での痛みの程度の評価は、妥当性が検証

されたものがないものの、表情や身体の動き、声、話し方などから痛みの有無や、痛みの種類、出現パターン

などで治療への反応を医療者が評価しているケースも少なくなくありません。たとえばフェーススケールに置

き換えるなどの工夫もできそうです。まずは記載の状況の実態を明らかにし、適切に疼痛コントロールができ

ているかどうかを振り返ってみてはいかがでしょうか。 

指標の意義 

指標の計算式、分母・分子の解釈 

2023年間数値報告 

考察・分析 

改善・運用事例など 










